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平成２６年１２月１２日 

厚生労働省老健局 

介護保険計画課・高齢者支援課・振興課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体  御 中 

← 厚生労働省 老健局 介護保険計画課・高齢者支援課・振興課 
 

今回の内容 

 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等

に関する政令の一部を改正する政令及び介護保険法施

行規則等の一部を改正する省令の公布について 

 

計８枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2164） 

FAX : 03-3503-2167 
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老発１２１２第１号 

平成２６年 12 月 12 日  

 

 都道府県知事 殿 

    

  厚生労働省老健局長  

（ 公 印 省 略 ） 

  
 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政

令及び介護保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について 

 

 「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正す

る政令（平成 26 年政令第 397 号。以下「改正政令」という。）」及び「介護保険法施行規

則等の一部を改正する省令（平成26年厚生労働省令第135号。以下「改正省令」という。）」

が本日公布され、平成 27 年４月１日から施行することとされた。 

これらの改正の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市

町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るととも

に、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨  

 福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しにあわせ、福祉用具専門相談員の質の

確保及び向上のため、福祉用具専門相談員の要件の見直しを行うこととした。また、

保険料負担の応能性を高めるため、平成 27 年度からの第１号被保険者の保険料率の

算定に関する基準を見直すこととした。あわせて、介護保険料改定に当たって必要と

なる諸係数を改定することとした。 

介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設等」

という。)については、在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設と

しての機能に重点化することから、介護老人福祉施設等に係る給付対象となる要介護

者を見直すこととした。 

 

第２ 改正の内容 

１ 福祉用具専門相談員の要件の見直し  

居宅要介護者又は居宅要支援者が福祉用具を選定する際に助言を受けることとさ

れている福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第４

条第１項各号のいずれかに該当する者としている。この対象から養成研修修了者（介
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護職員基礎研修課程・１級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修

了者）を除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専

門相談員指定講習修了者に限定することとする（介護保険法施行令第４条関係）。 

また、この改正政令の施行の際現に養成研修修了者（介護職員基礎研修課程・１

級課程・２級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者）である者の助言（平

成 28 年３月 31 日までの間において行われるものに限る。）を受けて選定された福祉

用具の貸与又は販売については、なお従前の例によることとする（改正政令附則第

２項）。 

 

２ 第１号被保険者の保険料率の算定に関する基準の見直し  

所得状況等に応じて区分されている第１号被保険者の保険料率の算定に関する基

準を、現行の標準６段階から標準９段階に細分化する（介護保険法施行令第 38 条及

び第 39 条関係）とともに、市町村民税本人課税層に当たる新第６段階、新第７段階、

新第８段階及び新第９段階の境目となる合計所得金額を、それぞれ 120 万円、190

万円及び 290 万円として定める（介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）

第 143 条から第 143 条の３まで関係）こととする。 

また、現行の標準６段階を前提として被保険者の所得水準等に起因する保険者間

の保険料格差を調整している調整交付金について、よりきめ細かな財政調整を行う

こととするため、標準９段階を前提に保険者間の保険料格差を調整することとする

（介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令（平成12年厚生省令第26号）

別表第２関係）。 

 

３ 介護保険料改定に当たって必要となる諸係数の改定 

（１） 平成 27 年度から平成 29 年度までの間の第２号被保険者数の推計に基づき、同

期間中の第２号被保険者負担率を 28％として定めることとする（介護保険の国庫

負担金の算定等に関する政令（平成 10 年政令第 413 号）第５条関係）。 

※ 平成 24 年度から平成 26 年度までの第２号被保険者負担率は 29％ 

 

（２） 平成 27 年度から平成 29 年度までの交付金・貸付金額見込みや標準給付費額見

込み等に基づき、同期間中の財政安定化基金拠出率を 10 万分の 39 として定める

こととする（介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令（平成 11 年厚

生省令第 43 号）第４条関係）。 

 

４ 介護老人福祉施設等に係る給付対象となる要介護者の見直し関係  

介護老人福祉施設等に係る給付対象となる要介護者については、要介護認定等に

係る介護認定審査会による審査及び判定基準等に関する省令(平成 11 年厚生省令第

58 号。以下「認定省令」という。)第１条第１項第３号から第５号までに掲げる要

介護状態区分である者及び認定省令第１条第１項第１号又は第２号に掲げる要介護

状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の
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事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得

ない事由があると認められる者とすることとする（介護保険法施行規則第 17 条の９

及び第 17 条の 10 関係）。 

 

５ 施行期日 

この改正政令及び改正省令は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 



平成™�年˜™月˜™日 金曜日 (号外第™��号)官 報

〔
政

令
〕

〇
原
子
力
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
三
八
五
）

L

〇
行
政
機
関
職
員
定
員
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
三
八
六
）

〇
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
三
八
七
）

〇
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
三
八
八
）

M

〇
地
域
再
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
三
八
九
）

〇
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関

す
る
法
律
に
よ
る
不
動
産
登
記
に
関
す
る

政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令（
三
九
〇
）

〇
外
国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係
る
所
得
に

対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

課
税
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
三
九
一
）

N

〇
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関

連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
三
九
二
）

〇
関
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
三
九
三
）

O

〇
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申

告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
三
九
四
）

J
I

〇
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る

法
律
施
行
令
及
び
主
要
食
糧
の
需
給
及
び

価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
三
九
五
）

J
J

〇
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証

明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
三
九
六
）

〇
介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国

庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
三
九
七
）

J
K

〇
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
三
九
八
）

J
M

〔
府

令
〕

〇
地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
八
一
）

J
N

〔
府
令
・
省
令
〕

〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務

及
び
情
報
を
定
め
る
命
令

（
内
閣
府
・
総
務
七
）

J
N

〔
省

令
〕

〇
不
動
産
登
記
令
第
四
条
の
特
例
等
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
法
務
三
二
）

L
J

〇
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
財
務
九
三
）

〇
税
関
職
員
の
身
分
を
示
す
証
票
等
の
書
式

に
関
す
る
省
令
及
び
財
務
省
の
所
管
す
る

法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が

行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
同
九
四
）

L
K

〇
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申

告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す

る
法
律
に
規
定
す
る
検
査
身
分
証
明
書
の

様
式
を
定
め
る
省
令
（
同
九
五
）

〇
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
厚
生
労
働
一
三
五
）

L
L

〇
厚
生
労
働
省
定
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
同
一
三
六
）

〇
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
農
林
水
産
六
八
）

L
M

〇
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第

二
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

方
法
を
定
め
る
省
令
（
同
六
九
）

〇
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証

明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
経
済
産
業
六
四
）

〇
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
申

告
原
産
品
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
関
す

る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
質

問
又
は
検
査
に
立
ち
会
う
職
員
の
携
帯
す

る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る

省
令
（
同
六
五
）

L
P

〔
告

示
〕

〇
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
件

（
内
閣
府
二
七
七
〜
二
八
六
）

L
P

〇
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定

し
た
件
（
同
二
八
七
、
二
八
八
）

L
Q

〇
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
を
取
り

消
し
た
件
（
同
二
八
九
）

〇
地
域
再
生
計
画
を
認
定
し
た
件

（
同
二
九
〇
〜
二
九
五
）

〇
地
域
再
生
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た
件

（
同
二
九
六
〜
二
九
八
）

L
R

〇
総
合
特
別
区
域
計
画
を
認
定
し
た
件

（
同
二
九
九
）

〇
総
合
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
認
定
し
た

件
（
同
三
〇
〇
〜
三
〇
三
）

〇
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件

の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
家
公
安
委
五
五
）

M
I

〇
健
康
増
進
法
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
試
験

機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
の
件

（
消
費
者
庁
五
）

˜
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介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
三
百
九
十
七
号

介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
八
条
の
二
第
十

項
及
び
第
十
一
項
、
第
百
二
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。（

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
八
条
の
二
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一

項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
号
」を「
前

項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
四
分
の
二
」
を
「
十
分
の
五
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
も
の
を
」
を
「
者
を
」

に
改
め
、
同
号
イ
\
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
次
号
イ
及
び
第
三
号
イ
並
び
に
次
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第

二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
」
を
「
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中「
又
は
第
五
号
ロ
」を
「
、
第

五
号
ロ
、
第
六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
又
は
第
八
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

ハ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万

円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
イ
、
ロ
又
は
ニ
に
該
当
し
な
い
も
の

˜™
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第
三
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
四
分
の
二
」
を
「
十
分
の
七
・
五
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
八
十
万
円
」を「
百

二
十
万
円
」
に
、「
該
当
し
な
い
者
」
を
「
該
当
し
な
い
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
第
五
号
ロ
」
を
「
、
第

五
号
ロ
、
第
六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
又
は
第
八
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
四
分
の
三
」
を「
十
分
の
七
・
五
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
該
当
し
な
い
者
」
を
「
該
当
し
な
い
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
第
五
号
ロ
」
を

「
、
第
五
号
ロ
、
第
六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
又
は
第
八
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
四
分
の
六
」
を
「
十
分
の

十
七
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
四
分
の
五
」
を
「
十
分
の
十
二
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
部
分
を
除
く
。）」
の
下
に
「
、
次
号
ロ
又
は
第
八
号
ロ
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

十
分
の
十
三

イ

合
計
所
得
金
額
が
基
準
所
得
金
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
\
に
係
る
部
分
を
除
く
。）又
は
次
号

ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

八

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

十
分
の
十
五

イ

合
計
所
得
金
額
が
基
準
所
得
金
額
未
満
で
あ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
\
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に
該
当
す

る
者
を
除
く
。）

第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
四
分
の
四
」
を
「
十
分
の
十
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
前
三
号
」
を「
前
各
号
」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
次
号
ロ
」
を
「
、
次
号
ロ
、
第
七
号
ロ
又
は
第
八
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

十
分
の
九

イ

当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な

い
者
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該

保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

前
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
\
に
係
る
部
分
を
除
く
。）、次
号
ロ
、

第
六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
又
は
第
八
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
号
に
」
を
「
第
九
号
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
四
分
の
二
」
を
「
十
分
の

五
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
も
の
を
」
を
「
者
を
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
第
六
号
ロ
」
を
「
、
第
六
号
ロ
、

第
七
号
ロ
、
第
八
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万

円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
イ
、
ロ
又
は
ニ
に
該
当
し
な
い
も
の

第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
四
分
の
二
」
を
「
十
分
の
七
・
五
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
八
十
万
円
」を「
百

二
十
万
円
」
に
、「
該
当
し
な
い
者
」
を
「
該
当
し
な
い
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
第
六
号
ロ
」
を
「
、
第

六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
、
第
八
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
四
分
の
三
」
を「
十
分
の
七
・
五
」

に
改
め
、
同
号
イ
中
「
該
当
し
な
い
者
」
を
「
該
当
し
な
い
も
の
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
第
六
号
ロ
」
を

「
、
第
六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
、
第
八
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
掲
げ
る
」
を
「
定
め
る
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
掲
げ
る
」
を
「
定
め
る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
部
分
を

除
く
。）」
の
下
に
「
、
次
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

八

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

前
号
に
定
め
る
割
合
を
超
え
る
割
合
で
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ

合
計
所
得
金
額
が
前
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
額
で
あ
っ
て
市
町
村
が
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
者
で

あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
\
に
係
る
部
分
を
除
く
。）又
は
次
号

ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

九

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

前
号
に
定
め
る
割
合
を
超
え
る
割
合
で
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ

合
計
所
得
金
額
が
前
号
イ
に
規
定
す
る
額
を
超
え
る
額
で
あ
っ
て
市
町
村
が
定
め
る
額
未
満
で
あ
る
者
で

あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
\
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に
該
当
す

る
者
を
除
く
。）

第
三
十
八
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
一
項
第
六
号
」
に
、「
す
べ
て
の
市
町
村
に
係
る
同
項
第
一
号

若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
」
を
「
同
項
第
七
号
の
基
準
所
得
金
額
未
満
の
額
で
あ
っ
て
、
全
て
の

市
町
村
に
係
る
同
項
第
六
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
」
に
、「
に
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
二
又
は
四
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
と
、
す
べ
て
」
を
「
と
、
全
て
」
に
、「
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
」
を
「
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、「
に
そ
れ
ぞ

れ
四
分
の
一
又
は
四
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
数
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
第
七
号
の
基
準
所
得
金
額
は
、
全
て
の
市
町
村
に
係
る
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
該

当
す
る
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た

数
と
、
全
て
の
市
町
村
に
係
る
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
被
保
険
者

数
の
見
込
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
を
合
算
し
た
数
と
の
均
衡
が
図
ら
れ
る

こ
と
等
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認

め
ら
れ
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
市
町
村
が
同
項
各
号
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
一
項
第
一
号

十
分
の
五

二

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号

十
分
の
二
・
五

三

第
一
項
第
四
号

十
分
の
一

四

第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号

十
分
の
二
・
五

五

第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号

十
分
の
六

８

第
一
項
第
八
号
の
基
準
所
得
金
額
は
、
同
項
第
七
号
の
基
準
所
得
金
額
を
超
え
る
額
で
あ
っ
て
、
全
て
の
市
町

村
に
係
る
同
項
第
八
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
と
、
全
て
の
市
町
村
に
係
る
同

項
第
九
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
と
の
均
衡
が
図
ら
れ
る
こ
と
等
を
勘
案
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
必

要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
保
険
料
収
納
必
要
額
を
保
険
料
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市
町
村

が
同
項
各
号
の
区
分
ご
と
の
第
一
号
被
保
険
者
数
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
て
設
定
す
る
額
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
四
分
の
四
」
を
「
十
分
の
十
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
次
号
ロ
」を「
、
次

号
ロ
、
第
八
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
四
分
の
四
」
を
「
十

分
の
十
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
第
六
号
ロ
」
を
「
、
第
七

号
ロ
、
第
八
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

十
分
の
九
を
標
準
と
し
て
市
町
村
が
定
め
る
割
合

イ

当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な

い
者
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該

保
険
料
の
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

前
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

ロ

要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分
に
よ
る
割
合
を
適
用
さ

れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の
（
第
一
号
イ
（
\
に
係
る
部
分
を
除
く
。）、次
号
ロ
、

第
六
号
ロ
、
第
七
号
ロ
、
第
八
号
ロ
又
は
第
九
号
ロ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
割
合
、
同
項
第
五
号
イ
及
び
第
六
号
イ
」
を
「
定
め
る
割
合
、
同
項
第
六
号

イ
、
第
七
号
イ
、
第
八
号
イ
及
び
第
九
号
イ
」
に
、「
同
項
第
六
号
」
を
「
同
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
前
条
第
七
項
」
を
「
前
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を「（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
）」に
改
め
、

同
条
中
「
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
」

に
、「
百
分
の
二
十
九
」
を
「
百
分
の
二
十
八
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
第
九
号
に
該

当
し
て
い
る
者
の
助
言
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。）を
受
け
て

選
定
さ
れ
た
福
祉
用
具
の
貸
与
又
は
販
売
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

˜›
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（
介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
の
医
療
保
険
者
の
納
付
金
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を「（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
率
）」に
改
め
、

同
条
中
「
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
」

に
、「
十
万
分
の
三
十
七
」
を
「
十
万
分
の
三
十
九
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中
「１

－
（
0•
5×
（
Ａ
－
ａ
）
＋
0•
5×
（
Ｂ
－
ｂ
）
＋
0•
2
5×
（
Ｃ
－
ｃ
）
－
0•
2
5×
（
Ｄ
－
ｄ
）
－

0•
5×
（
Ｅ
－
ｅ
））

」
を
「１

－
（

0•
5×
（
Ａ
－
ａ
）
＋

0•
2
5×
（
Ｂ
－
ｂ
）
＋

0•
2
5×
（
Ｃ
－
ｃ
）
＋

0•
1×
（
Ｄ

－
ｄ
）
－
0•
2×
（
Ｅ
－
ｅ
）
－
0•
3×
（
Ｆ
－
ｆ
）
－
0•
5×
（
Ｇ
－
ｇ
）
－
0•
7×
（
Ｈ
－
ｈ
））

」
に
改
め
、
同
表
備

考
Ａ
中
「
平
成
十
一
年
」
を
「
平
成
十
年
」
に
改
め
、
同
表
備
考
ａ
、
ｂ
及
び
ｃ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改

め
、
同
表
備
考
Ｄ
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
表
備
考
ｄ

中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同

表
備
考
ｅ
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｆ

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市

町
村
に
係
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
の
数
の
割
合

ｆ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
全

て
の
市
町
村
に
係
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
者
の
総
数
の
割
合

Ｇ

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市

町
村
に
係
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
の
数
の
割
合

ｇ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
全

て
の
市
町
村
に
係
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
者
の
総
数
の
割
合

Ｈ

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
市

町
村
に
係
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
の
数
の
割
合

ｈ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
第
一
号
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
お
け
る
全

て
の
市
町
村
に
係
る
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
者
の
総
数
の
割
合

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
証
明
書
は
、
当
分
の
間
、
同

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
証
明
書
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
五
号

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
及
び
介
護
保
険
法
施
行
令
及
び
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
九
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
一
項
、
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
三
十
八

条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十

三
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
十
を
第
十
七
条
の
十
二
と
し
、
第
十
七
条
の
九
を
第
十
七
条
の
十
一
と
し
、
第
十
七
条
の
八
の
次
に

次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
状
態
区
分
）

第
十
七
条
の
九

法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
状
態
区
分
は
、
要
介
護
認
定
等
に
係

る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
。

以
下
「
認
定
省
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
な
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
）

第
十
七
条
の
十

法
第
八
条
第
二
十
一
項
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
な
者
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
認
定
省
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
要
介
護
状
態
区
分
に
該
当
す

る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
居
宅
に
お
い
て

日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
困
難
な
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

第
二
十
二
条
の
二
十
の
見
出
し
中
「
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
中

「
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
第
八
条
の
二
第
十
五
項
」
に
、「
要
介
護
認
定
等
に
係
る
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る

審
査
及
び
判
定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
。
以
下
「
認
定
省
令
」と
い
う
。）」

を
「
認
定
省
令
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九

号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
十
二
及
び
第
二
十
二
条
の
三
十
三
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
十
四
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」に
、「
同
条
第
一
項
第
十
号
」

を
「
同
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
二
十

七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
」
に
、「
第
三
十
八
条
第
六
項
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
第
六
号
」
に
、「
百
九

十
万
円
」
を
「
百
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度

ま
で
の
基
準
所
得
金
額
）」を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
三
条
の
二

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
七
号
の
基
準
所

得
金
額
は
、
百
九
十
万
円
と
す
る
。

第
百
四
十
三
条
の
三

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
令
第
三
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
基
準
所

得
金
額
は
、
二
百
九
十
万
円
と
す
る
。

様
式
第
十
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。
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